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諮問第２０号参考資料 

１ 

審査請求に係る審査庁である市の見解 

 

１．本 件 処 分 の 内 容  平成２７年１２月分の下水道使用料徴収処分 

 

２．審査請求の要旨に対する審査庁である市の見解 

審査請求の要旨 審査庁である市の見解 

「下水道使用料に係る督

促手数料は滞納者から実費

を徴収すべきものであるが、

督促手数料を徴収しないこ

ととし、下水道特別会計でこ

れを負担している。督促手数

料は下水道使用料算定に係

る適正原価に含めるべきも

のではなく、現行の青森市の

下水道使用料は違法であり、

審査請求に係る処分を取り

消すとの決定を求める。ま

た、コンビニエンスストアに

支払う手数料については企

業局長が負担しているので

ない限り、予算措置をしない

ままに支出をしていること

になり違法であり、審査請求

に係る処分を取り消すとの

決定を求める。更に、本件通

知書は４種類の文書から構

成されているがその何れも

が、地方自治法施行令の規定

を満たしておらず違法であ

る」との主張について 

処分庁である企業局長からの弁明書によれば、「審査請求人にかかる本件通

知書による処分は、青森市事務の委任及び補助執行に関する規則を含め、関

係法令等に基づき行った処分であり、違法・不当なものではない」と弁明し

ていることから、本件処分に至る手続及びその根拠となる関係法令を確認し

た。 

まず、下水道使用料の徴収事務についてであるが、青森市長は、青森市事

務の委任及び補助執行に関する規則第６条の規定に基づいて企業局長に事務

を委任しており、企業局長が本件処分の正当な処分権限を有する者であるこ

とは明らかであるものと考える。 

次に、下水道使用料の算定についてであるが、青森市下水道条例第２４条

の規定により、使用者が排除した汚水の量に応じて、基本使用料と従量使用

料とを合計した額とすることとされており、審査請求人が下水道を使用した

事実及びその排水量について、審査請求書及び弁明書ともに特段の主張がな

いため、当事者間に争いはなく、また、現に同条に基づき算定されているこ

とを確認した。 

次に、「本件通知書は４種類の文書から構成されているがその何れもが、地

方自治法施行令の規定を満たしておらず違法である」との主張についてであ

るが、処分庁である企業局長からの弁明書によれば、「審査請求人に送付した

本件通知書は、水道料金・下水道使用料等請求のご案内など、４種類の文書

が一体となったものであるが、この様式・記載内容をもって、地方自治法施

行令第１５４条第３項に規定した要件を欠いているとは考えていない」旨の

弁明がなされている。 

そこで、本件通知書を確認したところ、本件通知書は４種類の文書（裏面

を含む。）のいずれもが、納入通知書を構成する一つであることが認められ、

これを一体としてみれば、地方自治法施行令第１５４条第３項の規定のとお

りであるものと考える。 

 したがって、本件処分は、関係法令を遵守して適正に行われており、違法・

不当であるということはいえないものと考える。 

また、審査請求人は、審査請求書の中で種々の主張を行っているが、これ

らの主張はいずれも審査庁が審査すべき事項に当たらず、審査請求人の主張

は採用することができないものと考える。 

 

 



諮問第２０号参考資料 

２ 

３．結論 

 上記２のとおり、本件処分について、審査請求人の主張する違法性は認められないものと考える。 


